
職歴等申告書

◆私は、地方公務員法第十六条各号のいずれにも該当しません。

氏名(自署)

NO

～

～

１ ～

２ ～

３ ～

４ ～

５ ～

６ ～

７ ～

８ ～

９ ～

１０ ～

１１ ～

１２ ～

１３ ～

１４ ～

１５ ～

　　　時間　　分 

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

職・再・任
会・嘱・臨

職・再・任
会・嘱・臨

記入日：　  　　　　年　　　　月　　　　日

ふりがな

年　　　　月　　　　日生（満　　　　歳）

Ｈ３０年　５月　１日 Ｈ３０年　６月３０日

職員区分(※)

職・再・任
会・嘱・臨

任用所属

　総務企画局人事課

◆採用日前10年間に "本市職員" 及び "本市職員共済組合で嘱託員・臨時的任用職員" として勤務した

週の勤務時間任用期間

記
入
例

□ 経歴を下記のとおり申告します。

□ 経歴はありません。
　該当する方に☑を付けてください。

職・再・任
会・嘱・臨

　東区総務課

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

※ 職…正規職員、再…再任用職員、任…任期付職員、会…会計年度任用職員、嘱…嘱託員、臨…臨時的任用職員

　　　時間　　分 

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 年　　月　　日 年　　月　　日

　　　時間　　分 年　　月　　日 年　　月　　日

　　　時間　　分 

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

職・再・任
会・嘱・臨

職・再・任
会・嘱・臨

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

職・再・任
会・嘱・臨

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 年　　月　　日 年　　月　　日

職・再・任
会・嘱・臨

職・再・任
会・嘱・臨

　２７時間３０分

　３８時間４５分

Ｒ２年　４月　１日 Ｒ３年　３月３１日

年　　月　　日 　　　時間　　分 

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日 　　　時間　　分 

職・再・任
会・嘱・臨

職・再・任
会・嘱・臨

年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

地方公務員法

（欠格条項）

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を

受けることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者



（裏面）

NO

１６ ～

１７ ～

１８ ～

１９ ～

２０ ～

２１ ～

２２ ～

２３ ～

２４ ～

２５ ～

２６ ～

２７ ～

２８ ～

２９ ～

３０ ～

３１ ～

３２ ～

３３ ～

３４ ～

３５ ～

３６ ～

３７ ～

３８ ～

３９ ～

４０ ～

４１ ～

４２ ～

４３ ～

４４ ～

４５ ～

※ 職…正規職員、再…再任用職員、任…任期付職員、会…会計年度任用職員、嘱…嘱託員、臨…臨時的任用職員

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

職・再・任
会・嘱・臨

年　　月　　日 年　　月　　日

　　　時間　　分 

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 

　　　時間　　分 

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

職・再・任
会・嘱・臨

職・再・任
会・嘱・臨

　　　時間　　分 年　　月　　日 年　　月　　日
職・再・任
会・嘱・臨

任用期間 任用所属 職員区分(※) 週の勤務時間


	様式

